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ユニバーサル就労推進特別委員会
１月31日にユニバーサル就労の推進についてを議題として開催しました。

福祉保健委員会の所管事務調査
「放課後児童クラブにおける一括運営業務委託の状況について」、２月28日に委員会を開催し、調査を行いました。

1514

一般質問とは、市が執り行う行政事務全般について、議員が質問を行うもので、本定例会では15人の議員が登壇しました。

ここでは発言順に質問項目のみを掲載していますので、詳細は富士市ウェブサイト上の本会議の議会中継(録画放送）や６月末

頃に発行予定の会議録を御覧ください。

会議録は富士市議会ウェブサイト、図書館で御覧になれます。

遠
えんどう

藤　盛
もりまさ

正 １．富士市のスポーツ施設における、指定管理者制度の運用の見直しについて

小
お の ゆ み こ

野由美子
１．新環境クリーンセンター運営管理及び廃棄物発電、ふじかぐやの湯等について

２．火災に関する同報無線中止における不都合と復活の要望について

望
もちづき

月　　徹
とおる

１．定年延長に伴う人材の活用について

海
うん

野
の

　庄
しょうぞう

三

１．低迷を続ける富士市の選挙投票率の改善、向上について

２．各地区のまちづくり協議会を受皿としている、まちづくりセンターの指定管理者制

度導入について

吉
よしかわ

川　隆
たかゆき

之
１．第 10回富士山女子駅伝を振り返り、もっと面白く、魅力ある大会になることを願っ

ての提言・提案について
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行 １．マイナンバーカードの利用促進について

長
は

谷
せ

川
がわ

祐
ゆう

司
じ １．富士市職員の時間外労働時間管理及び職場環境について

２．富士市としての生活困窮者への対応について

笠
かさ

井
い

　　浩
ひろし

１．富士市民に大きな夢と希望をもたらす岩本山の有効活用について

川
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　吉
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男
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１．馬車鉄道と紙のまち富士市の歴史について

小
お
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子
こ １．性と生殖に関する健康とそれを保障する権利（ＳＲＨＲ）

　　～自分の体のことを自分で決められる社会を～

井
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１．新々富士川橋（富士山かりがね橋）の開通と旧富士川町域の地域資源の活用について

下
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１．職員の不祥事をなくすための規律ある市政運営について

鳥
とり
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い

　育
いく

世
よ

１．介護離職を防止するための取組について

鈴
すず

木
き

　幸
こう

司
じ

１．岐路に立つ消防団システム　同報無線による火災発生報はなぜなくなったのか

井
い

出
で

　晴
はる

美
み １．産後鬱予防にスマートフォンアプリの活用を

２．ゼロ歳から２歳までの保育料について

一般質問 一 覧 議会中継、
会議録検索は
こちらから

２ 月 定 例 会 特別委員会等の中間報告

●ひきこもり相談における高齢者の割合の把握を

相談支援グループでは、今年度事業計画の

重点的な取組として、ひきこもりの相談を位

置づけ、アウトリーチや居場所支援に力を入れてい

るとのことですが、ひきこもりにおける高齢者の相

談割合は把握していないとのことです。近年社会問

題として注目されている8050問題に対処するために

も必要と考えるため、実態把握に努めてください。

●合同相談会では悩みに応じた適切な窓口の紹介を

合同相談会（子ども・若者育成支援事業）

について、相談者の複合的な悩みを相談しや

すい場所になるよう工夫をしているとのことです

が、どのような内容ですか。

就労のことのみならず、若者のひきこも

り、学習支援など、様々な相談に応じられる

よう、不登校、ニート、ひきこもり、発達障害等の

相談機関や、就労支援団体など、多岐にわたる相談

機関が一堂に会する場とすることで、有効性、効率

性を高めています。

相談の間口が広がるのはよいことですが、

そのことで、かえって最初にどこに行ったら

よいか分からず迷っている相談者も見受けられまし

たので、悩みに応じて適切な相談先を案内する機能

について検討してください。

議会モニター制度は、市民の皆様からの意見

を広く伺い、議会活動に反映させることを目的

に、議会基本条例で定められたものです。

会議では、本会議、委員会の傍聴や議会だよ

り、議会報告会等について、意見を伺いました。

モニターからは、「委員会が傍聴できること

を知らない人も多いので、積極的にPＲしてほ

しい」「議会だよりは、紙面に掲載する内容を少

なくし、詳細については、スマートフォンなど

で確認できるような仕組みを考えてはどうか」

など、様々な御提案をいただきました。

なお、現在、次期議会モニターを募集してい

ます。詳細については、広報ふじ5月１日号ま

たは市ウェブサイ

トに掲載していま

すので、ぜひ御覧

ください。

●児童クラブ運営の責任者となる

事業本部長の早急な配置を

委託法人は、本部の組織運営体制を整備す

るため、事業本部長のポストを今年度より新

設しましたが、前本部長が昨年６月末に退職してか

らは後任が決まらないとのことです。組織体制上、

児童クラブ運営の責任者となる事業本部長を早急に

配置することが必要と考えますが、いつ配置されま

すか。

事業本部長については、早期の配置に向け、

委託法人も様々な視点で検討しながら人材

確保に取り組んでいるところですが、マネジメント

能力に長けた人材を探すことは容易ではなく、現段

階ではいつ配置できるかは示せない状況であると確

認しています。しかしながら、このことは、市とし

ても最優先事項として委託法人に求めているため、

引き続き人材確保に向けた取組に協力していきます。

●地域に開かれた児童クラブにするため

見守る会の設立を

地区・小学校等との連携の取組において、

地域ボランティア団体や見守る会等との連

携を図っているとのことですが、見守る会は幾つの

地区にあり、また、見守る会のない地区に設立を働

きかける考えはありますか。

見守る会は任意の組織であるため設立に

至らないケースが多く、現在、３地区にとど

まっています。また、一括運営に移行する際、運営

委員会には見守る会の設立について説明しています

が、地区役員の負担増につながる懸念もあることか

ら、地区の判断に委ねています。

各小中学校では地域に開かれた学校を目

指してコミュニティスクールを展開してお

り、その中で地区役員も関わりながら活動していま

す。児童クラブも同様に地域に開かれたものとする

ため、今後は各地区で見守る会が増えるよう取り組

んでください。

●委託法人との契約変更における対応は

一括運営されている２小学校区が新年度

から旧運営委員会による再運営に移行する

ため、委託法人とは契約を変更する必要が生じまし

たが、どのように対応するのですか。

新年度から２小学校区減となることに伴

い、市と5年間の長期の契約を結んでいる委

託法人にとっては様々な損失が出たと伺っています

が、委託法人と協議を重ねた結果、理解が得られた

ため、契約期間中にもかかわらず損害賠償なしで契

約を変更する合意が取れました。
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本会議・委員会を傍聴してみませんか。（お問合せは議会事務局へ ０５４５-５５-２８７８）

▲議会モニター会議の様子

議会モニター会議の報告


